
お客さま各位 

令和 8 年 3 月 吉日 

大同信用組合 

当座勘定規定の改定について 

 

「手形・小切手の全面的な電子化」の政府方針に基づき、令和 9 年 3 月末で電子交換所における手形・小切手の交

換廃止が決定したことに伴い、手形・小切手の発行の取扱いを終了することとし、下記のとおり当座勘定規定を改定致し

ます。なお、本規定の改定以前から当座預金をご契約いただいているお客様にも適用されることになりますので、ご了承い

ただきますようお願いいたします。 

 

改定日：令和 8 年 4 月 1 日(水) 


